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議 事 経 過 
 

＜開会＞ 
 
【高見沢議長】 
 ただいまから、第 240 回神奈川県都市計画審議会を開会いたします。 

 はじめに、本日の定足数でございますが、委員総数 31 名の内 25 名の委員の方が出

席されておりますので、過半数に達しており、条例に定める定足数に達しています。 

 本日の傍聴についてでございますが、傍聴人は、報道機関と合わせて４名でござい

ます。本日は定員に余裕があるため、議事開始後の傍聴については、議事運営の円滑

な遂行のため、入室に係る実務を事務局にお任せしたいと思いますが、よろしいでし

ょうか。それでは、ただいまから傍聴人の方に入場していただきますので、しばらく

お待ちください。議事に入る前に、傍聴人の方へ、傍聴いただく上での注意を申し上

げます。事務局がお配りした注意事項をよくお読みいただき、厳守してくださいます

ようお願いします。なお、これに反する行為があった場合には、退場していただくこ

とがありますので、御承知おきください。 

 ここで、本日の議事録署名委員を指名させていただきます。福岡孝則委員及び福田

大輔委員に、お願いいたします。 

 それでは、案件の審議に入ります。 

 本日、御審議いただく案件は、お手元の案件表に記載のとおり、１件でございます。 

 また、案件の審議終了後に、報告事項が１件ございます。内容は、「第８回線引き見

直しに向けた取組について」でございます。 

 議第 4394 号「藤沢都市計画道路の変更（３・５・27 号高倉下長後線）」について、

幹事から説明をお願いします。 

 

【五十嵐幹事】 

 それでは、議第 4394 号「藤沢都市計画道路の変更（３・５・27 号高倉下長後線）」

について、御説明いたします。 

 お手元の議案書、図面集ともに、１ページからとなりますが、説明は、右上に「審

議事項説明資料」と記載のある資料により、進めさせていただきます。なお、会場の

スクリーンにも同じものを映しております。 

資料の２ページをご覧ください。 

はじめに、高倉下長後線の位置関係について説明します。 

藤沢市を中心とした位置図を示しています。黄色で着色された区域が、藤沢市域です。

藤沢市は図、右下東側から、鎌倉市、横浜市、北側は、大和市、綾瀬市、西側は、海

老名市、寒川町、茅ヶ崎市に接しています。市域南東部に二重丸で示したのが、藤沢

市役所です。市役所のすぐ西側には、藤沢駅があり、市域を南北方向に縦断するよう

に、青色の線で示した小田急江ノ島線が通っています。市域北部の小田急江ノ島線長

後駅の北側に赤色の線で示しているのが、今回、都市計画変更しようとする高倉下長

後線です。 

資料の３ページをご覧ください。 

都市計画道路の概要について説明します。長後駅を中心に拡大した位置図を示して

います。図中央の長後駅の北側に赤色で示しているのが高倉下長後線です。高倉下長

後線は、図右側の横浜市境を起点とし、国道 467 号、小田急江ノ島線との交差を経て、

都市計画道路３・４・５号長後座間線を終点とする延長約 1,650ｍの幹線街路です。

幅員は、起点側の県道と重複する延長 140ｍ区間で 22ｍ、そこから国道 467 号までの

区間で 16ｍ、国道 467 号から終点までは、12ｍとなっています。また、車線の数は、
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未決定となっています。本路線は、長後駅北側の踏切に集中している自動車の通過交

通を分散させることで、長後駅周辺の交通混雑の緩和や災害時における緊急物資の輸

送、救助・救急活動、消火活動等の円滑化が図られるため、早期の道路整備が望まれ

ています。 

資料の４ページをご覧ください。 

次に、都市計画道路の整備状況について説明します。この空中写真は、高倉下長後

線の周辺の土地利用の状況と、高倉下長後線の区域を示したものです。資料右起点側

の県道 22 号（横浜伊勢原）と重複する区間は、整備済みですが、その他の区間では、

一部現道があるものの、未整備の状況です。そこで、今回、図に示した事業区間延長

約 1,000ｍの区間について、早期の整備が求められていることから事業化することと

し、事業実施に向けた詳細な検討を行った結果、都市計画の区域の変更を行うととも

に、全区間について、未決定となっている車線の数を定めます。なお、本路線の起点

側で県道 22 号（横浜伊勢原）が重複していることから、県道と市道により構成され

る路線の都市計画変更になるため、本案件は県決定となります。 

 資料の５ページをご覧ください。 

次に、高倉下長後線に関する上位計画の位置付けについて説明します。「藤沢都市

計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の都市施設の整備に関する主要な都市

計画の決定の方針」において、「主要な施設の整備目標」が示されており、「おおむね

10 年以内に整備することを予定する主要な施設」として「３・５・27 高倉下長後線」

を位置付けています。 

資料の６ページをご覧ください。 

「藤沢市都市マスタープラン」では、地区別構想の「長後地区まちづくりの基本方

針」において、「地区内外をつなぐ道路網の形成や通過交通の分散化を図るため、高倉

下長後線等の都市計画道路の整備を推進します。」とされています。 

資料の７ページをご覧ください。 

次に、今回の都市計画変更の理由について説明します。１点目は、道路整備事業の

実施に向けて、詳細な検討を行ったところ、円滑な自動車交通の処理及び自転車走行

空間の確保を図るため、区域の変更を行うものです。資料上の平面図に示した区域変

更区間において、主に、横断面構成の見直しや、鉄道との立体交差部の構造決定、国

道との平面交差部の計画見直しに伴い、区域を変更します。２点目は、全区間にわた

り、車線の数を定めるものです。平成 10 年の都市計画法施行令の改正により、都市

計画に車線の数を定めることとなりましたが、本路線は、これまで車線の数を定めて

いなかったことから、今回の都市計画の変更に合わせ、車線の数を「２車線」と定め

ます。 

資料の８ページをご覧ください。 

区域変更の内容について、順に説明します。はじめに、横断面構成の見直しに伴う

変更です。自転車を安全かつ円滑に通行させるため、自転車通行帯に必要な幅員を追

加し、現在の道路構造の基準に適合するよう幅員を 12ｍから 15ｍに変更します。 

資料の９ページをご覧ください。 

次に、鉄道との立体交差部の構造決定に伴う変更です。資料下の図は、立体交差部

の縦断面図を拡大して表示しています。高倉下長後線は、図右側の市道長後湘南台線

から小田急江ノ島線をアンダーパスで立体交差します。車道については、地形上の理

由から、地下構造のまま図左側に進み、市道長後 554 号線と平面で交差します。一方、

歩道については、車道と分かれ、車道よりも浅い位置で鉄道と立体交差した後、先に

地上に出て、幅員 12ｍの現計画の区域内を通ります。地上に出た歩道は、立体交差部

の終点付近に整備する斜路付き階段を経て、車道と同じ高さに戻ります。 
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 資料の 10 ページをご覧ください。 

資料下に立体交差部の３つの地点の横断面図を示しています。右の図は、小田急江

ノ島線との立体交差地点のＢ－Ｂ´断面の横断面図です。立体交差の構造について、

詳細な検討を行った結果、トンネルの躯体や擁壁等に必要な幅を確保し、区域を変更

します。鉄道と立体交差した後、中央の図Ｃ－Ｃ´断面のとおり、車道と歩道は構造

体が分離します。そして、左の図Ｄ－Ｄ´断面のとおり、歩道のみ先に地上に出て、

幅員 12ｍの現計画の区域内を通ります。歩道のみが地上に出ている区間は、車道と歩

道が上下二段構造となり、地下構造となる車道も含めて、現計画の幅員 12ｍの中に収

まることから、区域の変更は生じません。 

 資料の 11 ページをご覧ください。 

最後に、国道との平面交差部の計画見直しに伴う変更です。交差点の安全性と円滑

性を確保するため、国道と高倉下長後線との平面交差点の交差角の見直しを行い、そ

れに伴って、黄色で示した区域から、赤色で示した区域に変更します。 

資料の 12 ページをご覧ください。 

以上、「藤沢都市計画道路の変更（３・５・27 号高倉下長後線）」について取りまと

めますと、名称は、代表幅員が変更となったことにより、３・５・27 号から３・４・

24 号に変更します。車線の数は、今回の変更に合わせて、新たに「２車線」と定めま

す。幅員については、区域の変更を行った結果、路線全体のうち、16ｍの区間が、最

も長くなることから、都市計画に定める代表幅員を、12ｍから 16ｍに変更します。ま

た、区域は、計画図表示のとおり変更します。なお、種別、延長及び構造形式に変更

はございません。 

資料の 13 ページをご覧ください。 

関連する藤沢市決定の案件については、用途地域の変更、防火地域及び準防火地域

の変更の２案件があります。これは、用途地域や防火地域等の区域の一部が、高倉下

長後線を境に定められていることから、今回の高倉下長後線の変更に伴い、用途地域

や防火地域等の区域が変更となるものです。これら２つの関連案件については、藤沢

市都市計画審議会が、令和４年５月 27 日に開催され、可決の答申がなされています。 

資料の 14 ページをご覧ください。 

最後に、縦覧等の手続きについて説明します。藤沢都市計画道路の変更について、 

都市計画素案の閲覧とともに、公述の受付を、令和３年 10 月８日から同月 29 日まで

行ったところ、公述の申し出はありませんでした。また、都市計画案の縦覧とともに、

意見書の受付を、令和４年２月１日から同月 15 日まで行ったところ、意見書の提出

はありませんでした。 

以上で、議第 4394 号「藤沢都市計画道路の変更（３・５・27 号高倉下長後線）」に

ついての説明を終わります。御審議をよろしくお願いいたします。 

 

【高見沢議長】 

ただいま、幹事から、議第 4394 号の説明がございましたが、何か御意見、御質問

等がございましたら、挙手をお願いします。福田委員からお願いいたします。 

 

【福田委員】 

東京大学の福田と申します。御説明ありがとうございます。スライドの８ページのと

ころで、自転車の通行帯を入れるという御説明がありましたけれども、確認をさせてい

ただきたいのですが、この図で赤枠で囲まれて自転車通行帯と書かれていますが、これ

は正しくは自転車専用通行帯、いわゆる自転車レーンのことを指しているという理解

でよろしいでしょうか。 
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【五十嵐幹事】 

はい、その通りでございます。 

 

【福田委員】 

分かりました。国土交通省のガイドラインを見ますと、この幅員について、安全な通

行を考慮するために、最低でも1.5ｍ以上確保することが望ましい、と書かれていたか

と思います。やむを得ない場合は多分それ以下でもできることにはなっていますが、今

回の計画案は、片側幅が1.0ｍということでかなり狭いように思われます。この辺りは

どういう議論だとか、どういう制約があって、このように案として上がってきたのでし

ょうか。 

 

【五十嵐幹事】 

今回、１.0ｍという幅員にさせていただいたのは、今回変更する区間の市街化区域内

で土地利用が進んでいることですとか、周辺市街化調整区域で農用地区域を保全しな

ければならないこと、また地元の説明会における住民意見等も踏まえまして、最小値

1.0ｍとさせていただいたところです。 

 

【福田委員】 

そうした色々な制約が背後ではあったのだと思うのですが、安全面、特に自動車の走

行側との境界の部分は、走行レーンなのでいわゆる青い舗装のものですよね。ミニマム

の幅でしか自転車通行帯が設置されていないというところが気になるのですが、その

辺りが問題ないかどうかについては、何らかの検証等はされたのでしょうか。 

 

【五十嵐幹事】 

特に安全面で、検証というところまではしていないかと思いますが、交通量の流れの

中で、自転車交通の方はこの区間、分散がされるということも踏まえまして、1.0ｍに

させていただいているところでございます。 

 

【福田委員】 

特に交差点部分の巻き込みだとか、あとは普通に走っていましても、どうしても自転

車がぐらついて倒れたりするとか、昨今いろいろと事故の事例として出てきたりして

いますので、例えば、ここの道路の想定交通量に見合って大丈夫なんじゃないかといっ

た点は気になるところです。今回の資料では、車線の幅だけしかお示ししていただいて

いないので、交通量などがどうなるかといったところまで見ないと、計画が妥当かどう

かの判断が付きづらいなと思いました。私からは以上です。 

 

【五十嵐幹事】 

将来の交通量について少しお話させていただきますと、国道467号から西側の区間に

つきましては、1日約6,000台の交通量となっております。こうしたところの交通量推計

は把握している。それから、路肩50cmを活用しての1.5ｍ確保ということも勘案しなが

ら、区域を設定させていただきました。以上です。 

 

【高見沢議長】 

では、取扱いについては最後に決めるときに、提案します。続けて福岡委員、お願い

します。 
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【福岡委員】 

東京農業大学の福岡です。私も同じこの８ページと９ページに関して質問がありま

す。８ページの右下、変更後の横断面図が載っておりますけれども、この中に植樹帯と

いうのがございます。９ページを見ていただきますと、この中で立体交差部というもの

がかなりの面積、全体の３分の１ぐらいを占めているかと思うのですが、この植樹帯と

いうのは、どれぐらいの規模のものなのか。高木の植栽をして緑が連続して続くような

ものなのか、また、この立体交差部の上でも同じような緑の質が確保できるのか、教え

ていただければと思います。 

 

【五十嵐幹事】 

植樹帯につきましては、現在のところ、その樹種あるいはその植樹、密度等について

は、これから検討になると聞いております。それから、立体交差区間においての植樹帯

なのですけれども、こちらについては、基本的にはございませんので、その他の区間で

の植樹、幅員にして1.0ｍを確保する予定となっております。 

 

【福岡委員】 

多分そうだろうなとは思ったのですけれども、まだ現在計画中のものですから、この

長後駅の駅前にこれだけの幅で連続する道路が通る場合に、東西をつなげる非常に重

要な骨格になると思いますので、荷重の制限等があるとは思いますが、ぜひ連続する上

部で、緑のネットワークが造られるように御検討いただきたいという意見を申し上げ

ます。荷重がかかる立体交差部ですけれども、工夫によっては、植樹のサイズを変えて

連続させるということも可能です。これだけの長さで、これから非常に気候も変わって

きていて外を歩けなくなるという時代になると思いますので、暑熱緩和もしっかり考

え、道路の機能に加えて、環境性能の方をしっかり考えていただきたいと思います。ま

だ、色塗りの段階ではなかなかイメージできないと思うのですが、現時点でそういうこ

とを考えていくことが重要かと思いました。あとは東西方向で見て、今ハザードマップ

を見たのですけれども、西側の方、結構ハザードのリスクがあるということで、この道

路上の表面排水、雨水排水も、この植樹帯の部分の基盤で、一時的に雨水を貯留・浸透

できるような仕組みも基盤に入れることも可能です。東側の端部と西側の端部にそう

いった災害のリスクがあるということが、確認はできましたけれども、グリーンインフ

ラ的な視点で環境性能について、この計画の時点から見ていただければと思います。以

上です。 

 

【五十嵐幹事】 

はい。事業をする際の検討の中に入れるよう、事業者である市に伝えたいと思いま

す。 

 

【高見沢議長】 

よろしくお願いいたします。その他いかがでしょうか。 

 

【中村委員】 

日本大学の中村でございます。ただいまの福田委員、それから福岡委員の質問、意見

と関連をいたしますけれど、自転車道、自転車の空間を今回設置されるということで、

この前のページで、一帯区間の全部を起点側、終点側それぞれで、自転車通行帯と書か

れた部分を車道側の方に取るという形になっているのですが、立体区間のところ、特に
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車道本線と歩道が上下に重なり合うところ、10ページに断面があろうかと思うのです

が、これでいうとＤ―Ｄ´断面なのですけれど、当然トンネルの中には自転車通行帯は

ないのですが、地上部につきましても、多分歩道の中で自転車と歩行者が混在するよう

なことで処理しようとなっているように見受けられます。質問は、まずこの全体を通じ

て自転車通行帯を取ろうという計画があったと思うのですが、この部分については結

果的に案としては取れなかったというところで、どのような制約があったのかについ

てお聞きしたいと思います。あともう１個、これは意見なのですが、2.5ｍの歩道の中

で、歩行者、自転車が通るといたしますと、もし仮に、ここにも植栽帯のようなものを

取ったりいたしますと、事実上の有効幅員がかなり減って参りまして、非常に危険とい

いましょうか、交錯をするような空間になって参りますので、上手い交通管理といいま

しょうか、そういったものを是非、実際の運用の段階では、工夫をしていただけたらと

思っております。質問とコメント１点でございます。よろしくお願いいたします。 

 

【五十嵐幹事】 

まず１点目の、自転車通行帯が全線にわたって設定できなかったというところでご

ざいますけれども、一つは、トンネル内の縦断勾配でございます。９ページのパワーポ

イントになりますけれども、こちらの縦断勾配、一番きついところが、右側の市道長後

湘南台線から、小田急江ノ島線に向かう勾配でして、約９％になります。そのため、車

道内に、連続した自転車通行帯を確保するというのは、かなり危険な状態が想定されま

すので、歩道と合わせて地上の方に持ってきたということでございます。それから、地

上に出た際の自転車の行き場ですけれども、委員御説明のとおり、車道の中に自転車が

混在するというような状況で処理するという考えでございます。この地上の道路につ

きましては、行き止まりの道路となっておりまして、通過交通がございません。そうい

ったところもありまして、自動車交通量としては、相当程度に少ないという見込みの中

で、車道との混在を考えているところでございます。以上です。 

 

【高見沢議長】 

続けてどうぞ。 

 

【中村委員】 

どうもありがとうございました。ちょっと私勘違いをしておりまして、この上下にな

っている断面のところは、自転車が歩道を走るのかと思ったのですが、車道を走るわけ

ですね。その上の車道についても、私本線が沿道にアクセスするために、側道で上がっ

てきて、地上を走っているのかと思ったのですが、そうではなくて、独立した区間にな

っているということですね。はい、よく状況が分かりました。ありがとうございました。 

 

【高見沢議長】 

ありがとうございました。その他いかがでしょうか。お待たせしました、近藤委員、

お願いします。 

 

【近藤委員】 

県議会議員の近藤です。私も中村委員と全く同じ意見と質問だったのですけれども、

つながってこそ道であって、この８ページと10ページを比較しながら見ますと、８ペー

ジのＡ―Ａ´断面では、自転車通行帯を設置されているのだけれども、10ページにいき

ますと、Ｂ―Ｂ´断面、Ｃ―Ｃ´断面、Ｄ―Ｄ´断面には自転車通行帯がないというの

はどういうことなのかという説明を求めたかったのです。今の説明で、一定の理解はい
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たしましたが、他の委員からも御指摘があったように、安全性の問題だとか、連続性の

問題ということをもう少ししっかり説明しないと、一般の住民には分かりにくいので

はないのかと思いました。意見として申し上げておきます。以上です。 

 

【高見沢議長】 

ありがとうございます。他にはいかがでしょうか。他はよろしいですか。福田委員、

どうしましょうか。附帯意見として付ける必要があるでしょうか。御提案があればお願

いします。 

 

【福田委員】 

私の方では、先程は専門的な見地から申し上げたまでで、特に提案等はございませ

ん。 

 

【高見沢議長】 

このまま採決しますと、賛成か反対しかないわけですけれども、「ただし自転車通行

帯については、こういう点について、今後しっかりと詰めていかれたい」といったよう

な趣旨の附帯意見を付ける必要があるでしょうか。 

 

【福田委員】 

それは付けていただいた方がいいとは思うのですけれども、与えられた情報だけか

らではなかなか判断が難しいです。先ほど申し上げたように、例えば、安全面とか交通

量とかの御説明がない状態で判断しろと言われても、なかなか率直に申し上げて難し

い部分もあります。 

 

【高見沢議長】 

そもそも判断できないとのことですけれども。事務局の方はどうでしょうか。 

 

【五十嵐幹事】 

はい。将来交通量としては、6,000台を見込んでいるということでございます。 

 

【福田委員】 

国の自転車のガイドライン等に照らし合わせて、今回の計画で幅員を1.0ｍに設定し

たというのが、どういうような理由に基づくものであるとか、安全面でどのような検討

をされて問題がないことを確認できているだとか、その辺りの説明を付加していただ

いて、その上で問題ないということを事務局として既に御確認いただいているという

ことであれば、その判断でよろしいのではないかとは思います。 

 

【五十嵐幹事】 

事務局としてはですね、道路構造令等の記載をもとに、幅員は1.5ｍ以上とするもの

とするという部分があるのですが、地形状況その他の特別の理由によりやむを得ない

場合においては1.0ｍまでは縮小することができると、この規定に基づきまして、実際

の状況等を勘案した中で1.0ｍに縮小をさせていただきました。…。 

 

【高見沢議長】 

審議を一旦中断しまして、事務局でどのように答えるか決めてください。委員の皆さ

ん、少しお待ちください。 
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では、再開します。御説明をお願いいたします。 

 

【五十嵐幹事】 

失礼いたしました。自転車通行帯の幅員についてですけれど、こちら1.0ｍとしたの

は、地形上、地形状況その他の理由によってやむを得ない場合には、1.0ｍまで縮小で

きるという規定がございまして、今回1.0ｍにさせていただきました。先ほどから出て

います交通量についても6,000台ということでございますけれど、自転車の通行量につ

きましては、このエリアにおいては、長後駅に向かう自転車の通行がかなり多いという

状況がございますので、このエリア全体での自転車通行の誘導、あるいは、交通管理者

とも協議させていただきまして、適切な処理、対応をさせていただければと考えており

ます。以上です。 

 

【高見沢議長】 

福田委員、今の御説明を聞いていかがでしょうか。 

 

【福田委員】 

御説明ありがとうございます。道路構造令には則っていますし、平成28年に出た道路

局と警察庁の自転車利用のガイドラインにも抵触しているわけではないのですけれど、

1.0ｍというのはガイドラインの中で出ている幅員としては最小の長さで、1.5ｍ以上

を推奨しているということもございますので、安全面がやはり気になったので、色々と

コメントさせていただきましたけれども、そのあたりの安全面の検討がきちんとでき

ているということであれば、よろしいのではないかと思いました。以上です。 

 

【高見沢議長】 

もう一度確認ですけれども、安全面での検討はできているという理解でよろしいで

しょうか。 

 

【五十嵐幹事】 

はい。結構でございます。 

 

【高見沢議長】 

ありがとうございます。他はよろしいですね。 

それでは特に附帯意見という形ではなく、今この場で確認できたということと、今の

議事の内容は記録に残りますので、その辺りを十分に踏まえて、今後進めていっていた

だければよろしいのではないかということで、採決に入りたいと思います。 

それでは議第4394号を原案通り可決してよいでしょうか。御異議がある場合は、挙手

をお願いいたします。 

 

【高見沢議長】 

ありがとうございます。異議なしということで、議第4394号は原案通り可決いたしま

した。 

では次に、報告事項に移ります。第８回線引き見直しに向けた取組について、事務局

から報告をお願いいたします。 

 

 



 

 - 10 - 

【五十嵐幹事】 

それでは、「第８回線引き見直しに向けた取組について」、御報告します。 

報告資料は、「第８回線引き見直しに向けて 提言」と、「第８回線引き見直しに向

けて 提言 参考資料・データ集」となりますが、説明は、右上に「報告事項説明資

料」と記載の資料により進めさせていただきます。なお、会場のスクリーンにも同じ

ものを映しております。 

 本取組については、令和４年２月開催の本審議会において、第８回線引き見直しに

向けた検討会における検討状況を報告いたしましたが、本日は、その後に、検討会か

らいただいた提言の内容について、報告するものです。 

報告事項説明資料の１ページをご覧ください。 

改めて、「１ 線引き制度の概要」から説明します。線引き制度は、概ね 10 年後の

将来人口予測のもと、都市計画区域について、都市計画の目標、区域区分の決定の有

無などを示した「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」、いわゆる「都市計画区

域マスタープラン」を定めるとともに、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を

図るため、この方針に基づき、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分す

るもので、都市計画の根幹をなすものです。 

資料の２ページをご覧ください。 

次に、「２ 都市計画区域マスタープランの位置づけ」についてです。図の左上に、

本県の総合計画である「かながわグランドデザイン」があり、これを、県土・まちづ

くり分野から補完するものとして、青色でお示ししている「かながわ都市マスタープ

ラン」があります。この「かながわ都市マスタープラン」は、概ね 20 年後を展望し、

神奈川の県土・都市像を都市づくりの分野から描き、広域的な都市づくりの基本方向

を示したものです。その下に、赤色でお示ししているのが、線引き見直しの際に定め

る「都市計画区域マスタープラン」です。こちらは、「かながわ都市マスタープラン」

で示した都市像の実現を目指して、都市計画に定めるものです。概ね 10 年後の将来

人口予測のもと、公共施設の整備などについて、将来の見通しや目標を明らかにし、

区域区分など具体的な都市計画に反映していきます。 

資料の３ページをご覧ください。 

次に、「３ 第８回線引き見直しの背景」についてです。令和３年３月に「かながわ

都市マスタープラン」を改定し、2040 年代前半を展望した県土・都市像を「地域の個

性を伸ばし、活力と魅力あふれる強靱な都市 かながわ」としています。概ね 20 年

後の将来を展望すると、少子高齢化の進行、人口減少社会の本格化、災害の頻発・激

甚化など様々な問題の顕在化が見込まれます。これらの問題に対応した都市づくりの

方向性として、地域の実情に応じた「コンパクト＋ネットワーク」による都市づくり、

大規模災害などからいのちとくらしを守る都市づくり、などとしています。この、か

ながわ都市マスタープランで示した都市像を実現していくためには、今後、具体の都

市計画に反映していく必要があります。こうしたことから、第８回線引き見直しに向

けた検討を令和３年度から開始いたしました。 

資料の４ページをご覧ください。 

次に、「４ 第８回線引き見直しの取組状況」についてです。線引き見直しに係る県

の基本的な考え方を示した「基本的基準」の策定に向けて、表でお示ししている学識

経験者で構成する「第８回線引き見直しに向けた検討会」を設置しました。検討会は、

令和３年度に４回開催し、令和４年３月 31 日に検討会から提言をいただきました。 

資料の５ページをご覧ください。 

次に、「５ 検討会における論点」についてです。目標年次を 2035 年、令和 17 年

として、図の左側に記載の人口、産業、土地利用、交通などの線引き見直しに向けた
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課題から、図の右側に記載の３つの項目を検討会における主な論点として整理し、論

点１として、大規模災害などを想定した土地利用の規制・誘導のあり方について、論

点２として、地域の実情に応じた集約型都市構造のあり方について、論点３として、

都市計画区域マスタープランのあり方について、以上３点を主な論点として、議論し

ていくこととされました。 

資料の６ページをご覧ください。 

次に、「６ 検討会からの提言事項 第８回線引き見直しで取り組むべき事項」に

ついてです。青で着色した枠内に、提言の内容をお示ししています。はじめに、「第１

章 激甚化・頻発化する災害からいのちと暮らしを守るまちづくり」、「（１）災害レッ

ドゾーンにおける土地利用規制」について、背景としまして、神奈川県においても激

甚化・頻発化する自然災害、市街化区域内にも広がる様々な災害ハザードエリア、ハ

ード整備に加えて、土地利用の面からも防災・減災に向けた取組が必要といった認識

や議論があり、主な提言の内容としましては、災害レッドゾーンについては、都市的

土地利用を行わないことを基本的な考え方とし、市街化区域の低・未利用地において、

当面、計画的な市街地整備が見込まれない場合には、逆線引きに向けた検討を進める

べき、実際の逆線引きは、神奈川県の実情を踏まえながら、着実に進めていくべきと

されております。 

資料の７ページをご覧ください。 

次に、同じく第１章の「（２）災害リスクを踏まえたまちづくりの推進」について、

背景としまして、土地利用の面からの防災・減災の取組には災害リスクの評価・分析

が必要、そのために必要な災害ハザード情報の充実が図られていること、自然環境が

持つ多様な機能をグリーンインフラとして活用することへの注目といった認識や議

論があり、主な提言の内容としましては、防災指針を含んだ立地適正化計画の策定過

程などを通じて、災害リスクの評価・分析を行い、災害リスクを踏まえたまちづくり

を推進すべき、雨水貯留浸透等の機能を有するグリーンインフラは、災害リスクの低

減、被害拡大の緩和に寄与することから、その機能を活用していくべきとされており

ます。 

資料の８ページをご覧ください。 

次に、「第２章 集約型都市構造の実現に向けた継続的な取組」、「（１）持続可能で

安全・安心な集約型都市構造の実現」について、背景としまして、人口減少社会の本

格化に備え、集約型都市構造化の取組の継続が求められていること、立地適正化計画

により集約型都市構造化に資する様々な施策が展開されていること、防災・減災まち

づくりに向けて、立地適正化計画に防災指針が追加されたこと、その一方で、立地適

正化計画を作成する必要性を感じていない市町も存在しているといった認識や議論

があり、主な提言の内容としましては、集約型都市構造の実現に向けて、市町による

立地適正化計画の作成を積極的に促進していくべき、立地適正化計画を作成する必要

性が低い市町であっても、防災・減災に係る施策と合わせて、集約型都市構造の実現

に向けて、計画的な土地利用の誘導を図るべき、とされております。 

資料の９ページをご覧ください。 

次に、同じく第２章の「（２）既成市街地の魅力向上とそれを支える交通ネットワー

クの確保」についてです。背景としまして、人口減少・少子高齢化の進展に伴い、地

域活力の低下が懸念されること、都市の魅力向上を図り、まちなかに賑わいを創出す

ることが必要であること、まちなかの賑わいの創出には、人と人との交流も必要とい

った認識や議論があり、提言の内容としましては、既成市街地の活力維持のため、地

域の実情に応じた様々な手法を活用しながら、拠点となる既成市街地の魅力向上を図

るべき、拠点間や拠点と周辺地域を結ぶ交通ネットワークの確保が不可欠であること
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を常に意識しながら、まちづくりを進めていくべきとされております。 

資料の 10 ページをご覧ください。 

次に、同じく第２章の「（３）集約型都市構造化や地域の活性化に資するまちづくり

への対応」について、です。背景としまして、人口増や企業立地ニーズの高い地域で

は新市街地の形成が必要であること、その一方で、人口減少が進む地域などにおける

人々の暮らしにも目を向ける必要があること、地域の魅力を生かして活性化を進めて

いくことも必要といった認識や議論があり、提言の内容としましては、人口及び産業

の伸びが見込まれる地域においては新市街地の形成を図ることとするが、集約型都市

構造化に寄与する区域に限定すべき、人口減少が進む地域や市街化区域内の市街地縁

辺部にあっても、地域の活性化に資するまちづくりに対応できるようにしておくべき

とされております。 

資料の 11 ページをご覧ください。 

次に、同じく第２章の「（４）アフターコロナを見据えた対応とグリーンインフラの

取組」についてです。背景としまして、新型コロナウイルスの感染拡大を契機として、

働き方や暮らし方などの価値観が変化・多様化していること、脱炭素やデジタル技術

の進展をまちづくりでも受け止める姿勢が必要であること、都市部における緑地等の

減少や環境保全に対する意識の高まり、自然環境が持つ多様な機能をグリーンインフ

ラとして活用することが注目されているといった認識や議論があり、提言の内容とし

ましては、アフターコロナにおける働き方や暮らし方の多様化を受けて、その受け皿

としての可能性を土地利用の面からも検討していくことが重要、自然環境が持つ防

災・減災、地域振興、環境などの多面的な機能を活用したグリーンインフラの取組を

あわせて行っていくべきとされております。 

資料の 12 ページをご覧ください。 

次に、「第３章 都市計画区域マスタープランについて」の「（１）広域的な課題へ

の対応と政令市との調整」について、背景としまして、市町へ都市計画決定の権限移

譲が進み、県における広域調整機能が高まっていること、流域治水プロジェクトなど

更なる広域的課題への対応が必要であること、都市計画区域マスタープランによる広

域的課題の調整が求められていることといった認識や議論があり、提言の内容としま

しては、都市計画区域を超える広域的な課題の調整・共有に効果的に対応するため、

都市計画区域マスタープランの構成に、広域都市計画圏の方針図を追加するなど、広

域的な都市の将来像をより分かりやすく示していくべきとされております。 

資料の 13 ページをご覧ください。 

引き続き、同じく「（１）広域的な課題への対応と政令市との調整」についての２点

目です。背景としまして、政令市に都市計画区域マスタープランの決定権限が移譲さ

れていること、県が権限を有する都市計画区域と政令市の市街地が連担していること、

そうした中で、政令市とも広域的な課題の共有や調整が必要であるといった認識や議

論があり、提言の内容としましては、県が都市計画区域マスタープランを策定するに

あたっては、政令市とも引き続き課題を共有し、必要な調整を図るべきとされており

ます。以上が、検討会からの提言事項になります。 

資料の 14 ページをご覧ください。 

最後に、「７ 今後の取組」についてです。令和３年度にいただいた検討会からの提

言を踏まえまして、令和４年度は、市町との調整、庁内関係部局との調整を行い、基

本的基準の案を作成し、パブリック・コメントなどを行ったうえ、線引き見直しに係

る県の基本的な考え方を示した基本的基準を策定してまいります。令和５年度以降は、

都市計画の案を作成し、第８回線引き見直しに係る都市計画の手続を進めてまいりま

す。今後の取組状況については、本審議会にも、適宜、御報告させていただきます。 
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以上で、「第８回線引き見直しに向けた取組について」の報告を終わります。 

 

【高見沢議長】 

ただいま事務局から報告がございましたが、何か御意見、御質問等がございました

ら挙手をお願いいたします。市川委員お願いします。 

 

【市川委員】 

私から１点、確認の思いで質問をさせていただきたいのですけれども、今回の見直し

に向けてということで、災害レッドゾーンにおける土地利用の規制という視点が出て

きたところです。これは本当に、特に近年、豪雨による二次災害が発生しておりますの

で、まさにこの視点というのはこれから避けては通れないところだと思うのですが、現

実問題としては、県下において災害レッドゾーンの指定の状況というのは一体どうな

っているのか、大きな被害が出た後、指定していなかったところで、実は大きな災害が

発生してしまったというのは、本当によく私達も聞くところなのですけれど、これはや

はり１回指定したからそこで終わりということではなくて、不断の見直しが必要なの

ではないかなと思うのですけれど、そういったところも含めまして、現在の県のレッド

ゾーン指定の状況について伺いたいと思います。 

 

【五十嵐幹事】 

事務局からお答えいたします。災害レッドゾーンの指定状況につきましては、報告資

料の参考資料データ集の中に、全部は記載できていないのですけれども、15ページにあ

ります。災害ハザードエリアの指定状況をお示しさせていただいております。このうち

災害レッドゾーンというものが、災害危険区域、それから土砂災害で申しますと急傾斜

地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、県内ではその４つが、災

害レッドゾーンということで指定がされている状況でございます。それから、指定をし

た後の状況ということですけれども、この中で土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区

域につきましては、法律の中で概ね５年ごとの見直しということがうたわれておりま

すので、そういった対応がなされているものと考えております。 

 

【市川委員】 

ありがとうございます。今状況を伺いました。概ね５年ごとの見直しだということな

のですけれど、ここが今後のまちづくりにおいて、非常に実は大切なところになってく

ると思っているのですけれど、実は各市町の公表状況等を見ていても、公表を実はして

いない町も確かあったと、これは私も確実にとは言えないのですけれども、まだ、公表

ページとして公開されていないところがあったのではないかということもありますの

で、その辺りのところも、しっかりと同時並行で、やはり指定についても、しっかりと

市町と連携を取っていただくということと、あと、私は川崎市から選出されている議員

でございまして、政令市との整合性を取っていかなければならないというのは、まさに

大事なところだと思いますので、そちらの方も先ほどこの資料の中にも明記されてあ

りましたけれど、しっかりとお願いをしたいということを、併せて申し上げまして、終

わりたいと思います。 

 

【高見沢議長】 

特に情報提供について、何か把握していることはありますか。 
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【五十嵐幹事】 

おそらくハザードマップの公表の件かと思われますが、現在、すべての市町で行われ

ているかどうかについて、今手元に資料がございませんので、お伝えすることができま

せん。それから、市町との連携、あるいは政令市との調整につきましては、提言にいた

だいたように、今後しっかりと調整をしていきたいと思っております。権限が移譲され

ている中でのお話ですので、両方の意見を調整しながらとなりますけれど、調整をさせ

ていただきたいと思っております。 

 

【高見沢議長】 

ありがとうございました。では、亀井委員お願いします。 

 

【亀井委員】 

御説明ありがとうございました。コロナ禍なので端的に二つ質問させていただきた

いと思います。今の災害レッドゾーンのところなのですが、一つは、災害レッドゾーン

に指定されるということで、その土地の所有者からすると、レッドゾーンに指定された

ことによって資産価値が目減りすると思うのですね。さらに逆線引きで、資産価値がそ

こでもまた下がってくるかなと。この土地の評価というか、それに対して、所有者の立

場に立つと、非常に酷な状態になるのだけれども、県としてどのように考えているのか

は私も聞かれることがあるのです。どう説明したらいいのか、それを教えていただきた

い。もう一つは、粛々と、特に斜面緑地等使わないところに関して着実に逆線引きをや

っていく、という話なのですけれども、神奈川県全体で見たときに、逆線引きをすると

いう土地があるのであれば、それと逆に市街化をしていくと、そういう線引きの逆の方

向で、やはりイーブンに考えていくことを前提とした逆線引きを提唱されているのか、

それとも、もうこれは危ないから、逆線引きをするしかないでしょう、レッドゾーンだ

から逆線引きでしょうと、粛々と逆線引きをやっていくのか、どちらなのだろうかと思

っていて。県の立場として、これは市町村も絡む話だけれども、大きな枠として、県と

して、どのような方向性で考えていらっしゃるのかなと思って。その２点をお聞きして

よいですか。 

 

【五十嵐幹事】 

はい。まず１点目ですけれど、災害レッドゾーン、土砂災害のレッドゾーンのことも

含めてだと思いますけれど、それを逆線引きしていくと資産価値が下がるのではない

かということで、逆線引き自体おっしゃるとおり、かなりの土地利用の制限が入ってく

ることになりますので、市町さんの考え、それから地権者さんの考え、そういったもの

の合意を取った上での逆線引きになろうかと思っております。ですので、方向性として

は、危ないところには住んでいただきたくない、都市的土地利用をしていただきたくな

いという考えをいただいたので、そういった方向性で取り組んでまいりたいと思いま

すが、逆線引きを実際にするかどうか、できるかどうかというのは、実際に地域の実情

を踏まえた市町の御意見ですとか、お住まいになられたり、土地利用したりしておられ

る地権者の方の合意形成の上での逆線引きになろうかと思っております。それが１点

目です。それから、実際に逆線引きした場合には、ではその部分は他のところで増やし

ていくのかというところでございますけれど、これも今後の議論になろうかと思って

おりますが、現時点では、集約型都市構造に向かっていくということを踏まえますと、

災害で減じていくという状況がもし発生したときに、他のところを増やしていくとい

うのは、何かしら理由がないとできないと思っておりますので、現時点では、単に減じ

ていくことになるのではないか、というふうに考えております。以上です。 
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【亀井委員】 

ありがとうございました。やはり１番目の話は、利害関係者の市町も含めて話をして

かなければいけないのですけれど、危ない土地に住んでいただきたくない、と言うと、

ではどこに住めばいいのかという話になるので、しっかり検討しなければいけないか

なと思います。あと２番目のところは、逆線引きを粛々とやるという方向性の、私が言

った後者の方で、集約型というかコンパクトシティを目指していくという話なのかな

と思うのですが、でも神奈川県として、他部局で、例えばインベスト神奈川とか、企業

を呼んで、そこに就労人口を増やして、定住人口も増やしていこうという方向性での取

組もあるので、そういう取組としっかりと整合性を取らなければいけないと思うので、

そこをしっかりと検討した上で、この事業を進めていただきたいと思います。以上で

す。 

 

【高見沢議長】 

最後の御指摘については何か。 

 

【五十嵐課長】 

今回、提言の中でいただいた部分につきましても、これから人口減少していく、ある

いは、そういった状況の中においてもまだ、地域をつぶさに見ていったときに、人口増

が見込まれる場所ですとか地域ですとか、あるいは工業、産業の伸びが見込まれる地域

においては、新市街地の拡大ということも想定して取り組んでいく、そういった御意見

も踏まえ、取り組んでいきたいと考えております。 

 

【高見沢議長】 

よろしくお願いします。渡辺委員、お願いいたします。 

 

【渡辺委員】 

私からの質問は２点あるのですが、この第８回線引き見直しと第７回線引き見直し

の大きな違いというのは、１つは、2020年、いわゆる令和２年に人口がピークになった

と。そこから下がった状態では初めての線引き見直しになるわけでして、この線引き見

直しに当たっての、今後の方向性、９回目、10回目の考え方を教えてもらいたいのが１

つ。それと、今日、市町村ヒアリングの機会があり伺ってきたのですが、市街化編入の

手続きが非常に大変だ、もう少し迅速にできないのか、という市町がございました。そ

ういう意味で、農地法だとか都計法だとかこれらの様々な法律からすると、例えば第８

回のときは、第７回のときの進捗状況がどうだったのかとか、区画整理組合ができてい

るのかとか、様々なハードルが高過ぎて、線引きの申請をしても通りづらくなっている

と。1970年以降５回、過去７回見直しをしているわけで、形では５年に１回と言いなが

ら、よく見ると６年、７年を経過した中で、スピード感自体がなくて、５年でも長いと

思うのですが、６、７年に１回になっている現状の線引き見直しの仕組みについて、ど

う考えているのか伺いたいところです。以上です。 

 

【五十嵐幹事】 

はい。お答えいたします。まず、今、委員がおっしゃっていただいたように、これか

ら取り組んでまいります今回の第８回線引き見直しは、2020年、人口推計上は人口のピ

ークを迎えまして、初めての線引き見直しになるということでございます。その後、さ

らにどうなっていくのかというところは、なかなか難しいお話だと思っております。今
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は第８回をやっと、現状に基づいて将来を見据えていこうという中でありまして、次の

第９回、第10回をどのようにというところについては、今の時点では明確なことは言え

ないかなと思っております。ただ、先ほど最後にありましたこのスピード感につきまし

ては、今目標年次を10年先に置いておりますが、その中で、実際の状況に応じて、その

次の線引きのタイミングというのも、考えざるをえないかなと思います。それから、市

街化区域編入に係る手続きについて、様々な御意見があることは、我々も承知しており

ますが、やはり市街化区域に編入することになる土地は、多くの場合、農業に従事され

ている方がいらっしゃる農地でございます。その中での調整を図りながら、環境との調

整を図りながら、ということになりまして、時間がかかっているという状況は承知して

おります。この調整にあたってのスピード感を持って行うということについては、庁内

においても、対応、調整を進めているところでございますので、引き続き手続きの迅速

化に向けて、取り組んでまいりたいと思っております。以上です。 

 

【高見沢議長】 

では渡辺委員、さらにお願いします。 

 

【渡辺委員】 

今のお話だろうなとは思っていたのですけれども、私は伊勢原の人間なのですが、過

去において第６回、第７回の辺りで、住宅を中心にした土地区画整理事業で保留フレー

ムをずっとやっていたものが、やはり５年とか７年ぐらいのレンジで来ると、当時の地

価が見直しになってくるともう下がってきて、減歩が激しくなってしまって、地権者の

負担が大きくなって、結局その保留フレームが解散してしまって、おじゃんになってし

まうというケースが多いのですよね。かと言って、今インターチェンジができ始めてき

たり、環境共生都市のツインシティなどが出てくると、今度はそこは一時値段が上がっ

てきてしまうと。ある程度乱高下が起きると、５年とか７年とかいうレンジになってし

まうと、当初の動きが変わってくると、もともと線引きを見直そうとして努力していた

人の努力が無駄になってしまうというケースが、よくよく聞こえてくる話なのですね。

そうなってくるとやはり、１年とは言わないまでも、少なくとも３年ぐらいのレンジで

都市計画の見直しを、もし都市計画法というものを残すのであれば、やっていかない

と。もう一つは、人口減少になってくると保留フレームの住宅、もう区画整理とかでき

なくなってしまっているわけですから、結局、ショッピングゾーンだとか産業ゾーンだ

とか、工場とかそういう土地区画整理事業でないとできなくなってしまうと、こういう

話になってくると、人が住まないけれども、就業人口を増やすためにやると、何となく

本末が転倒してしまう。線引きを中心としたまちづくりが、どこかテクニック的に、問

題が出てくるのではないかなと、私は危惧するのですが、その辺りをどうお考えか伺い

ます。 

 

【五十嵐幹事】 

今お話のあった、都市計画のタイミングというのもございますけれども、まず集約型

都市構造を進めていく人口減少の中で、どこに住んで、土地利用を行っていくかという

ところについては、大きな方向性としてはこれから、市街化区域の中での土地利用を展

開しながら図っていくというのが、一つの大きな流れだと思っております。その上で、

新たな土地の生み出しというものについての時間的なスパンをどう短く取れるかとい

うところについては、今すぐにこの制度をどう見直すということも、ちょっとここでは

お話ができませんので、少し時間をかけた議論をさせていただくしかないのかなと思

っております。以上です。 
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【渡辺委員】 

了解です。 

 

【高見沢議長】 

はい、ありがとうございました。今の関連の事項でもかまいませんけれども、他の委

員さんから何か御発言ございますか。 

 

【岩井委員】 

かながわ都市マスタープランの中に「地域の個性を伸ばし」というようなフレーズが

ございますが、コンパクトシティとか今はスマートシティ、またデジタル田園都市構想

等がございますけれども、一方でやはり多様な歴史とか、文化の上で成り立っていて、

そこで暮らしや産業も、生業の中でやってらっしゃる方もおりますので、これをどのよ

うに、守って、または活かしていくべきかということも今後の御議論の中で、踏まえて

いただければと思います。以上です。 

 

【五十嵐幹事】 

承知いたしました。 

 

【高見沢議長】 

ありがとうございました。その他いかがでしょうか。はい、沼尾委員お願いします。 

 

【沼尾委員】 

１点基本的なことを教えていただきたいのですけれど、今のその議論に出ている集

約型都市構造の実現というところで、確かに国の方でもコンパクト＋ネットワークと

いうことが言われていて、ある意味、人口減少が進む中でコンパクト化を図る、それを

ネットワークでつなぐというようなことと、小さな拠点というようなことが取組とし

ては出てきてはいると思うのですけれど、ただこのコロナ禍でデジタル化も進んでい

く中で、またさらに神奈川県の場合にはまだ人口もちょっと増えているよという状況

の中で、この神奈川県の計画における集約型都市構造というものを、どういうふうに位

置付けて、今回のこの提言というものが整理されているのかというところに関して、い

ろいろな考え方があるのかなと思うのですけど、どういう議論があったのかというこ

とを御紹介いただけないでしょうか。 

 

【五十嵐幹事】 

はい。今、御質問がございました集約型都市構造に係る提言内容につきましては、報

告資料の提言の15ページから、第２章の部分から記載がございまして、今御紹介があっ

たような国の施策の動向ですとか、それから県の現在の状況、そしてまた提言の中で

の、先ほど御紹介したもので、その内容として具体的な考え方ということで、お示しさ

せていただいています。神奈川県の中でも、今委員御指摘のように、まださほど人口減

少が県全体としては起こっていない、直ちに人口減少を基にして市街地を縮小してい

くといったような再編というのは、まだ今の段階では早いのではないか、そういう段階

にはないという中で、ただ、長期的な視点に立ちまして、集約する拠点を明示する、で

すとか、あるいは、市町さんが作成する立地適正化計画の制度、こちらを活用して、緩

やかにその居住ですとか都市機能を誘導していく、こういった取組を進めていくとい

うことだと思っております。ですので、今回、御提言いただいたように、長期的視点に
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立って、集約型都市構造に向けた取組を一つ一つ進めていくと。ただ、先ほども御意見

があったように、まだ少し広がっていく人口の増加ですとか、産業の伸びですとか、そ

ういうものをとらえまして、新市街地の形成といったものも併せてやっていく、そうい

ったことで、神奈川県全体の活性化を図っていくという考えでございます。 

 

【高見沢議長】 

沼尾委員、いかがでしょうか。 

 

【沼尾委員】 

すみません、私は都市計画が専門ではないので、少し的外れなことを申し上げてしま

うかもしれないのですけれど、要するに神奈川県全体におけるその集約型都市という

とき、集約というときに、市町を単位とする考え方と、また県全体でというところで、

その集約ということがどういうふうに整理できるのかなというところが一つ気になっ

たところではあるのですけれど、他方でこれからですと例えば再生可能エネルギーの

活用ですとか、食料自給というようなことも含めて都市と農村の形、あるいは都市機能

と農村機能というのが横に、すぐ近くにあるということが、豊かなまちづくりのあり方

として求められてくるとか、このコロナ禍の中で相当、単に都市機能を集約するという

ことで、そこに利便性があれば良いということではない、新たな豊かさということが求

められてきていると思うのです。そうなってきたときに、神奈川県における集約型都市

構造とは何かとか、豊かな都市づくりの形と、そこに例えば農地があるとか、緑地があ

るということをどういうふうに位置付けるのかというようなビジョンとか理念という

のを、ＳＤＧｓ等の動きもありますので、改めて見直していくことも必要なのではない

かなと。そういった観点から、もう一度その集約型都市構造をどう位置付けるかという

ことを、考え直す機会もあってもいいのかなと、ここで申し上げることではないかもし

れないのですが、たいへん気になりました。従前の枠組みの中でずっとこれからもいく

よ、というふうに読めてしまったので、そのあたり是非何か考えていっていただきたい

なということで発言させていただきました。以上でございます。 

 

【高見沢議長】 

はい。貴重な御意見ありがとうございます。マスタープランの方は、私から話しまし

ょうか。今回、線引きということで、検討会から提言したという形になっておりますけ

れど、今のような御指摘というか視点も非常に重要だと思います。かながわ都市マスタ

ープランというのが直前にできておりまして、その中でその辺りの前段の議論をして

いると思います。ただ、委員がおっしゃるように、集約型そのものの議論というのを、

今一度、神奈川県としてどういうふうに考えていくかということは、継続的に重要なテ

ーマですので、議論すべきかなと私も思います。なお、少し補足しますと、今回の提言

ですけれども、順番が非常に重要です。第１章で激甚化、頻発化する災害とあえてして

いまして、集約型が特に議論しなかったというわけではないのですけれど、今回、特に

この第１章に書いてあることは、改めて重視していかなければいけないということを

強く打ち出しているという意味でございます。それから、集約型の方はすでに第７回の

方で提言されて、かつ立地適正化計画等も制度化されましたので、粛々といろいろな自

治体で今策定して、どのような集約型がいいかということを実際に進めているという

段階になっていますので、そういったバランスから今回の提言内容がこのような感じ

になったのではないか、と思っております。 

よろしいでしょうか。沼尾委員。 

その他いかがでしょうか。オンライン、それから会場の方もよろしいでしょうか。 
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それでは御意見、質問も含めて出尽くしたようでございますので、このあたりで第８

回線引き見直しに向けた取組についての報告を終了いたします。ありがとうございま

した。 

以上をもちまして本日の審議会を閉会いたします。 

 

＜閉会＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


